
  
 
 
 
 
 
 

（仮）宇治市未来につなぐ都市づくりプランについて 
 

令 和 5 年 3 月 2 8 日 
建設・水道常任委員会資料 
都市整備部都市計画課 



報告事項２  

 

(仮 )宇治市未来につなぐ都市づくりプランについて  

 

 

(仮 )宇治市未来につなぐ都市づくりプランについて、次のとおり

報告するものです。  

 

 

令和 5 年 3 月 28 日提出 

 

                  宇治市長 松村 淳子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



背景

未来につなぐ都市づくりプラン

今でも
高密度！

宇治市の現状

資料１



未来につなぐ都市づくりプランのイメージ図
出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省都市局都市計画課令和4年4月）の図を一部加工して作成
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出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省都市局都市計画課
令和4年4月）の図を一部加工して作成





 



出典：第12版都市計画運用指針（国土交通省令和4年4月）
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出典：第12版都市計画運用指針（国土交通省令和4年4月）
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出典：第12版都市計画運用指針（国土交通省令和4年4月）
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出典：第12版都市計画運用指針（国土交通省令和4年4月）

機能 主な施設

医療・福祉 病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型
居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設

子育て・教育 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援
施設、小学校等の教育施設

商業・文化 集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット
等の商業施設

行政 行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設
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出典：第12版都市計画運用指針（国土交通省令和4年4月）

機能 主な施設

医療・福祉 病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型
居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設

子育て・教育 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援
施設、小学校等の教育施設

商業・文化 集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット
等の商業施設

行政 行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設
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出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省都市局都市計画課
令和4年4月）の図を一部加工して作成

※検討が進み、方向性が整理された段階で最終整理


